
議   第   ３３   号 

令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

   熊本市職員の退職手当に関する条例の一部改正について 

 

 熊本市職員の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  大 西 一 史 

 

   熊本市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

 熊本市職員の退職手当に関する条例（昭和３０年条例第１６号）の一部を次のよう

に改正する。 

 

 第５条の２第２項中「第７条第７項」を「同条第７項」に改める。 

 第１０条第３項ただし書中「第１項第２号」を「同号」に、「雇用保険法」を「同

法」に改め、同条第４項中「申込」を「申込み」に改め、同条第５項及び第７項中     

「、第２号」を「、同号」に改め、同条第１４項第１号中「第５６条の２第１項第１

号イ」を「第５６条の３第１項第１号イ」に改め、同項第２号中「第５６条の２第１

項第１号ロ」を「第５６条の３第１項第１号ロ」に改める。 

 附則第３項中「第３５条」を「第３５条の２」に改める。 

 附則第８項中「（昭和２６年条例第５号）」を削る。 

 附則中第１７項を第１９項とし、第１６項を第１８項とし、第１５項を第１７項と

する。 

 附則第１４項中「第５条の３の表第４条第１項及び第５条第１項の項」を「同条の

表第４条第１項及び第５条第１項の項」に改め、同項を附則第１６項とする。 

 附則第１３項中「の改定」の次に「（次項において「給料月額７割措置」という。）」

を加え、同項を附則第１４項とし、同項の次に次の１項を加える。 

１５ 当分の間、給料月額７割措置の適用を受けた者の給料月額が当該給料月額７割

措置によりその者の給料月額が減額された日（以下この項において「７割措置減額
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日」という。）の前日までに第５条の２第１項の理由により減額されたことがある

場合であって、当該減額日の前日におけるその者の給料月額（減額日が２以上ある

場合は、各給料月額のうち最も多いもの。以下この項において「特別特定減額前給

料月額」という。）が７割措置減額日の前日におけるその者の給料月額（以下この

項において「７割措置前給料月額」という。）よりも多いときは、その者に対する

退職手当の基本額は、同条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。 

 (1) その者が特別特定減額前給料月額に係る減額日（当該減額日が２以上ある場

合は、そのうち最も遅い日）の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職

したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特別特定減額前給料月額

を基礎として、第３条から第５条まで並びに附則第１０項から前項まで及び次項

から附則第１９項までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当す

る額 

 (2) ７割措置前給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合

を乗じて得た額 

  ア その者が７割措置減額日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職

したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び７割措置前給料月額を

基礎として、第３条から第５条まで並びに附則第１０項から前項まで及び次項

から附則第１９項までの規定により計算した場合の退職手当の基本額の７割

措置前給料月額に対する割合 

  イ 前号に掲げる額の特別特定減額前給料月額に対する割合 

 (3) 退職日給料月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合を乗

じて得た額 

  ア その者に対する退職手当の基本額が第３条から第５条まで並びに附則第１０

項から前項まで及び次項から附則第１９項までの規定により計算した額であ

るものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する

割合 

  イ 第１号に掲げる額の特別特定減額前給料月額に対する割合及び前号に掲げる

額の７割措置前給料月額に対する割合を合計した割合 

 附則中第１２項を第１３項とする。 

 附則第１１項中「附則第１１項」を「附則第１２項」に改め、同項を附則第１２項
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とする。 

 附則第１０項の前の見出しを削り、同項中「附則第１０項」を「附則第１１項」に

改め、同項を附則第１１項とし、附則第９項の次に次の見出し及び１項を加える。 

 （令和５年４月１日以後に退職する者に関する経過措置） 

１０ 当分の間、第３条第２項の規定は、１１年未満の期間勤続した者であって年齢

６０年に達した日以後その者の非違によることなく退職したもの（定年の定めのな

い職を退職した者を除く。）に対する退職手当の基本額については、適用しない。 

  

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第３項の改正規定は、令和６年

４月１日から施行する。 

 

 （提出理由） 

  ６０歳到達日以後に退職する者の退職手当の基本額の算定方法の見直しを行う等

のため、所要の改正を行う必要がある。 

  これが、この条例案を提出する理由である。 
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